
第４７号議案

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、次の

市道路線を廃止したいので、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

平成２７年６月５日提出

豊川市長 山 脇 実

整理 起 点 重要な
路 線 名

番号 終 点 経過地

豊川市平尾町千語沢１番３地先
平尾千語沢桧ケ

１
入線

豊川市平尾町桧ケ入３８番１地先

豊川市御津町広石日暮１１２番地先
御津広石日暮１

２
号線

豊川市御津町広石日暮１１２番地先

豊川市御津町広石日暮８０番地先
御津広石日暮３

３
号線

豊川市御津町広石日暮８０番地先

豊川市御津町広石日暮８０番地先
御津広石日暮４

４
号線

豊川市御津町広石日暮８０番地先






